
青森県農業負債整理関係資金事務処理要領

最終改正：平成13年７月26日青構第591号青森県農林水産部長通知

最終改正：平成24年１月16日青団経第473号

第１ 総 則

農業負債整理関係資金基本要綱（平成13年５月１日付け13経営第356号農林水産

事務次官依命通知。以下「基本要綱」という。）第２の１に定める経営体育成強化

資金及び農業経営負担軽減支援資金の融通事務の処理については、基本要綱及び次

に定めるもののほかこの要領の定めにより行うものとする。

(1) 経営体育成強化資金実施要綱（平成13年５月１日付け13経営第303号農林水産

事務次官依命通知）

(2) 農業経営負担軽減支援資金の円滑な融通のためのガイドライン（平成17年４月

20日付け16経営第8953号農林水産省経営局長通知）

第２ 経営改善計画の作成指導

１ 経営改善計画の作成

(1) 本要領の対象とする資金（以下「本要領対象資金」という。）の貸付けを受け

ようとする者（以下「借入希望者」という。）は、経営改善計画書（基本要綱別

紙１の(2)又は(3)）を作成し、農業負債整理関係資金借入申込書（第１－１号

様式（経営体育成強化資金用）又は第１－２号様式（農業経営負担軽減支援資

金用）。以下「借入申込書」という。）とともに基本要綱第３の１の(3)に定める

融資機関（以下「融資機関」という。）へ提出するものとする。

なお、東日本大震災により著しい被害を受けた借入希望者（以下「被災借入希

望者」という。）にあっては、基本要綱別紙１の(4)又は(5)の経営改善計画書を

もって別紙１の(2)又は(3)の経営改善計画書に代えることができるものとする。

(2) 借入希望者は、経営改善計画書の作成に当たって助言指導を必要とする場合

は、融資機関、地域県民局地域農林水産部関係課・室（以下「地域農林水産部」

という。）、市町村、青森県農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）及び

青森県農業会議（以下「農業会議」という。）に相談を求めることができるもの

とする。

(3) 相談を受けた機関は、その他の関係機関と連携を図りながら、経営改善計画

書等の作成等について助言指導を行うものとする。

また、相談内容について農業負債整理関係資金事前相談票（第２号様式。以

下「事前相談票」という。）を作成し、農業負債整理関係資金相談案件連絡書（第

３－１号様式。以下「相談案件連絡書」という。）とともに、借入希望者が希望

する融資機関又は借入希望者が主として利用している融資機関に送付するもの

とする。



(4) 事前相談票の送付を受けた融資機関は、その相談内容から、経営体育成強化資

金の利用が見込まれる場合は、株式会社日本政策金融公庫青森支店（以下「公庫」

という。）へ相談案件連絡書（第３－２号様式）に事前相談票を添付して送付す

るものとする。（(3)による事前相談票の送付を受けた融資機関が公庫の場合は除

く。）

２ 指導班会議

(1) 融資機関は、経営改善計画書等の円滑な作成指導が行われるよう１の(2)に定

める関係機関のうち指導に必要と認められる機関に出席を求め連絡会議（以下「指

導班会議」という。）を開催することができるものとする。

この場合の通知は，指導班会議開催通知書（第４号様式）によるものとする。

(2) なお、指導班会議の実施に当たっては、借入希望者の出席を求めることがで

きるものとするが、借入希望者に無用の心理的負担がかからないよう、十分留

意するものとする。

第３ 融資機関の事務処理

１ 経営診断までの融資機関の事務処理

(1) 融資機関は、借入希望者から経営改善計画書及び借入申込書の提出を受けたと

きは、経営改善計画の実現の可能性、融資返済の可能性について、融資機関自ら

の責任において主体的に判断するものとする。

(2) 融資機関は、(1)の判断に際して、当該借入希望者の既往債務がある他の債権

者と償還条件の緩和などについて調整を行うものとする。

(3) 融資機関は、(1)の判断に際して、経営診断依頼書（第５号様式）に、経営改

善計画書及び経営改善計画総括表（基本要綱別紙１の(1)）を添付して、第４の

１の経営診断の実施機関である地域県民局へ送付し、意見を求めるものとする。

ただし、次に掲げるアからクまでの資金（エの資金を除く。）を経営体育成強化

資金により償還負担の軽減を図る場合又はアからクまでの資金（貸付利率5.0％以

下のもの（エの資金を除く。）を除く。）を農業経営負担軽減支援資金により償還

負担の軽減を図る場合には、融資機関は、新たに作成された経営改善計画又は計

画変更された経営改善計画について、経営診断に参画した機関全ての合意を得る

ものとする。

ア 廃止前の農家負担軽減支援特別資金融通措置要綱（平成７年４月１日付け７

農経Ａ第299号農林水産事務次官依命通知）第２に定める資金

イ 廃止前の農業経営負担軽減支援資金融通措置要綱（平成13年５月１日13経営

第204号農林水産事務次官依命通知）第２に定める資金

ウ 平成22年12月31日までに財団法人農林水産長期金融協会が都道府県に対して

利子助成等補助金の交付決定をした農業経営負担軽減支援資金

エ 農業経営負担軽減支援資金（ウの資金を除く。）

オ 廃止前の農業経営の再建整備を図ろうとする農業者に対する自作農維持資金

の融通措置実施要綱（昭和54年４月４日付け54構改Ｂ第461号農林水産事務次官



依命通知）第３に定める資金

カ 廃止前の既往借入金等に係る負債の円滑な支払を図ろうとする農業者に対す

る自作農維持資金の融通措置実施要綱（平成元年２月１日付け元構改Ｂ第83号

農林水産事務次官依命通知）第３に定める資金

キ 廃止前の農業経営維持安定資金実施要綱（平成13年５月１日付け13経営第302

号農林水産事務次官依命通知）第２の１の(2)又は(3)の資金

ク 経営体育成強化資金

なお、被災借入希望者の審査に当たっては、第４の１の経営診断の実施機関で

ある地域県民局からの委任を受けて、融資機関自ら経営診断を行うことができる

ものとする。

(4) 融資機関は、農業経営負担軽減支援資金については、(3)の経営診断依頼書の

送付に併せ、利子補給承認申請を行うものとする。

(5) 融資機関は、基金協会の保証を必要とする場合は、(4)の利子補給承認申請と

同時にその手続きを進めるものとする。

２ 経営診断後の融資機関の事務処理

(1) 融資機関は、第４の２の(1)により経営改善計画総括表の送付を受けたときは、

速やかに融資判断を行い、その結果を借入希望者に通知するものとする。

(2) 融資機関は、借入希望者の経営状況等からみて経営改善計画の達成に疑問があ

る場合は、借入希望者に対して、地域農林水産部等指導班会議の構成機関の指導

を受け経営能力の向上に努めるよう求める通知を行い、１年後に再度融資判断を

行うことができるものとする。

なお、この取扱いについては、融資機関が既往債務の条件緩和を行うことな

どにより１年後に融資に至る可能性が高いと判断される案件のみを対象とするこ

ととし、安易に融資判断を先送りすることのないように努めるものとする。

(3) 融資機関は、(2)により地域農林水産部等指導班会議の構成機関に指導を依頼

する場合は、農業負債整理関係資金指導依頼書（第６号様式）により行うものと

する。

(4) 融資機関は、(2)により１年後に再度融資判断を行う際には、借入希望者に第

２の１の(1)に定める経営改善計画書及び借入申込書の再提出を求めるものとす

る。

この場合、第４に定める経営診断手続きを経ないで融資機関が主体的に融資

判断を行うものとする。

また、その結果について速やかに借入希望者に対して応需又は謝絶の通知を

行うものとし、再度指導班会議の構成機関に１年間の指導を求めることはできな

いものとする。

(5) 融資機関は、(1)又は(4)により応需又は謝絶の決定を行った場合及び(2)によ

り指導班会議の構成機関に指導を依頼することとした場合は、速やかに農業負債

整理関係資金処理状況報告書（第７号様式。以下「状況報告書」という。）によ

り地域県民局長に報告するものとする。



第４ 経営診断手続き

１ 経営診断の実施機関等

基本要綱第４の２に規定する経営診断は、地域県民局が実施することとし、適切

な経営診断を行うため、地域県民局長は、市町村、融資機関、基金協会、農業会議、

その他地域県民局長が必要と認める機関のうち、当該農業経営の診断を行うのに必

要な機関に参画を求めるものとする。

２ 地域県民局の事務処理

(1) 地域県民局長は、融資機関から第３の１の(3)による経営診断依頼書、経営改

善計画書及び経営改善計画総括表の提出があったときは、経営診断を実施し、そ

の結果を経営改善計画総括表の経営診断機関記載欄に記入して融資機関に送付す

るとともに、その写しを当該経営診断に参画した機関に送付するものとする。

(2) 地域県民局長は、農業経営負担軽減支援資金の利子補給承認申請があったとき

は、経営診断と平行して審査を行うものとする。

(3) 地域県民局長は、融資機関から第３の２の(5)による状況報告書の提出があっ

たときは、速やかにその写しを経営診断に参画した機関及び団体経営改善課に送

付するとともに、農業経営負担軽減支援資金の場合は、利子補給の諾否を融資機

関に通知するものとする。

第５ その他

１ 融資後の措置

(1) 本要領対象資金の貸付けを受けた者（以下「借入者」という。）は、農業経営

及び農家経済の収支について簿記記帳を行い、経営改善計画の着実な実行に努め

るものとする。

(2) 借入者は、経営改善計画期間中、経営改善計画が達成されるまでの間、毎年経

営状況報告書（基本要綱別紙４）により、経営状況を融資機関に報告するものと

する。

ただし、東日本大震災により著しい被害を受けた借入者にあっては、決算書類

を融資機関に提出することをもって、経営状況を報告したものとみなすことがで

きるものとする。

(3) 借入者の事後指導は、指導班会議構成機関の協力を得ながら、融資機関が主体

的に行うものとする。このため、融資機関は、融資を実行する際に借入者ごとに

担当者を決め経営改善が着実に行われるよう配慮するものとする。

(4) 融資機関は、(2)の報告を踏まえ必要がある場合には、指導班会議構成機関に

対して借入者の指導等についての協力を求めることができるものとする。

また、指導について協議が必要な機関に出席を求め、指導班会議を開催するこ

とができるものとする。

(5) 指導班会議構成機関は、経営改善計画が早期に達成されるよう適時適切な指導

に努めるものとする。



２ その他

(1) 経営体育成強化資金に係る事務処理については、公庫、公庫の受託金融機関及

び経営改善計画書等の提出を受けた融資機関が連携して行うものとする。

(2) 融資機関、県、市町村その他の関係機関（機関の役職員を含む。）は、個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）その他の法令の個人情報の保護に

関する規定を遵守するとともに、本要領対象資金に係る経営改善計画書等の個人

情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者

の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者

の同意を得た範囲内において行うものとする。

(3) 融資機関は、借入希望者から関係書類の提出を受けた場合、借入希望者に対し、

第３の規定により関係書類を関係機関へ送付することがある旨についての同意を

求めるものとし、借入申込書の個人情報の取扱いに関する同意書（第１－１号様

式の裏面又は第１－２号様式の裏面）の確認欄に署名又は記名及び押印を求める

こととする。

(4) その他この要領に定めのない事項については、必要に応じて地域県民局長が定

めるものとする。

附 則

１ この要領は、平成13年７月26日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成14年４月９日から施行する｡

附 則

１ この要領は、平成14年12月24日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成16年９月15日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成17年５月23日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成19年４月26日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成21年11月20日から施行する。



附 則（平成23年７月15日青団経第225号）

１ この要領は、平成23年７月15日から施行する。

附 則（平成24年１月16日青団経第473号）

１ この要領は、平成24年１月16日から施行する。


